
公社債銘柄コードに係る回記号コードの設定方法の変更案に係るパブリックコメント募集

のお知らせ 

 
2025 年 1 月 14 日 
証券コード協議会 

 
当協議会は、公社債銘柄コード（9 桁：予備コード１桁、回記号コード４桁及び固有名コ

ード４桁）について、「株式及び公社債銘柄コードの設定、変更及び削除に関する取扱い要
領」に基づき設定しています。 

地方債及び社債等の公社債銘柄コードに係る回記号コードの設定については、発行年度、
債券種別及び年限等の要素を加味して設定していますが、足元では付番方法が複雑になっ
てきており安定的な運用を継続するのが困難な状況になっています。 
 

今般、当協議会は上記の状況を踏まえ、地方債及び社債等の公社債銘柄コードに係る回記
号コードについて、発行年度、債券種別及び年限等の要素を加味せず原則として「4103〜
5600」の範囲で設定することとし、「株式及び公社債銘柄コードの設定、変更及び削除に関
する取扱い要領」の改正案及び「公社債銘柄コードに係る回記号コードの設定方法について」
案を取りまとめましたので御案内しますとともに、当該見直し案につき広く御意見を伺う
ためパブリックコメントを募集します。 

 
つきましては、添付資料を御覧頂き、御意見がある方は、2025 年 2 月 14 日（金）まで

に、氏名又は名称（会社名）、住所、電話番号、メールアドレスを付記の上、メール又は郵
便により以下にお寄せください。なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話によ
る御意見は御遠慮願います。提出いただいた御意見につきましては、個人名、住所、電話番
号、メールアドレスを除き当ホームページにおいて公表する場合があります。（個人の方に
ついては、「個人」と記載します。）また、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねま
すので、あらかじめ御了承ください。 
 

以 上 
 
 
＜添付資料＞ 
・株式及び公社債銘柄コードの設定、変更及び削除に関する取扱い要領の一部改正新旧対照
表（案） 
・株式及び公社債銘柄コードの設定、変更及び削除に関する取扱い要領（案） 
・公社債銘柄コードに係る回記号コードの設定方法について（案） 



 
＜御意見の送付先＞ 
・メールによる場合 
sicc@jpx.co.jp 
・郵送による場合 
〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町 2-1 
株式会社東京証券取引所 株式部 DS 室 証券コード協議会事務局 
 
＜個人情報の取扱いについて＞ 
御提出いただいた氏名、住所等の個人情報は、送付いただく御意見の管理のためだけに利用
いたします。当該目的以外での個人情報の第三者提供はいたしません。 


